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告         示 

 

兵庫県告示第20号の２ 

漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において読み替えて準用する同法第42条第１項の規定に基づき、及び

同項の規定を実施するため、兵庫県漁業調整規則（令和２年兵庫県規則第48号）第４条第１項第12号に掲げる

たこつぼ漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに

許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

令和３年１月８日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 

地区名 制限措置 

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関

の馬力数 

総トン数 隻数 漁業を営む

者の資格 

姫路市 たこつぼ 

漁業 
別記 ３月１日から

11月30日まで 

定めなし 定めなし 22隻 定めなし 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和３年１月12日から同年２月12日まで 

３ 備考 

この告示に係る許可の有効期間は、令和３年３月１日から令和４年12月31日までとする。 

別記 操業区域 

姫路市大塩町、的形町、木場、白浜町、飾磨区、広畑区、大津区、網干区の地先海面。ただし、共同漁業権

の区域を除く。 

なお、協定等により漁業権を有する者から共同漁業権の区域を操業区域に含めることについて同意がある場

合は、同意のあった共同漁業権の区域を操業区域に含めるものとする。 
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